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工作物石綿事前調査者

令和７年１２月末現在の当署管内の労働災害発生状況(速報値)が以下のとおりまとまりました。
全産業死傷者計 （新型コロナ感染症を除く）

427件（前年同期比－8件、－1.8％）
うち転倒災害 134件（前年同期比－8件、－5.6％）
死亡災害  １件（前年同期比－1件）

第14次労働災害防止計画における当署の労働災害の減少目標では、「死傷災害について増加傾向に歯止めをか
け、減少に転ずる（年2％ずつ減少）」、「死亡災害ゼロを目指す」、また、「転倒災害について増加に歯止めを
かけ、2022年と比較し2027年までに10％以上減少させる」としているところであり、死傷災害、転倒災害と
も減少傾向を維持できましたが、死亡災害をゼロとすることはできませんでした。
令和８年がスタートしました。本年も死亡災害ゼロ、死傷災害の減少、転倒災害の減少に向け、当署では種々

の施策を展開してまいりますので、皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
本年も、何卒、皆様方のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

電離放射線規則の改正

岩手県の「特定（産業別）最低賃金」が変わります！ ( 6 産業 )

工業用等の特定エックス線装置（波高値による定格管電圧10KV以上の装置）全てについて、令和9年10月1日より、

自動警報装置の設置及び安全装置の設置（インターロックや安全ロックキー、リミットスイッチ連動の照射停止装置等

のような、意図しない偶発的な被ばくを防ぐフールプルーフのための安全装置）が義務化されます。

また、令和8年4月1日より、エックス線作業主任者・ガンマ線透過写真撮影作業主任者は、自動警報装置の異常時に

その装置の使用を停止する等必要な措置をとることや作業の方法を定め、放射線業務従事者を指揮することがその職務

に追加されるほか、これまで透過写真撮影業務に限定されていた特別教育が、エックス線装置またはガンマ線照射装置

を取り扱う業務全体に対象が拡大されます。加えて、令和9年10月1日より、エックス線作業主任者の職務に、安全装

置の有効保持のための点検、その異常時の措置、安全装置を無効化する際の代替措置の確認が追加されます。

詳しくはこちらをご参照ください。

▼ 石綿作業に関し、原則全ての建築物・工作物・鋼製の船舶の

解体・改修工事において、石綿の使用の有無を調査（事前調査）

しなけれなならないものですが、事前調査の資格について令和8年

1月1日以降着工の工事から、労働局登録講習機関の講習を修了

した「工作物石綿事前調査者」による事前調査が必要となって

います。

◀ 詳しくはこちらをご参照ください。

令和 7 年労働災害発生状況 （盛岡署管内 1 2 月末速報値）

令和７年12月1日から岩手県最低賃金は時間額1,031円となっていますが、以下の6産業については、特定
（産業別）最低賃金が設定されています。これらの産業で働く方々には、次の場合を除き、特定（産業別）最低
賃金が適用されます。
（１）18歳未満又は65歳以上の者 （２）雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
（３）清掃または片付けの業務に主として従事する者 （４）下記(ア)及び(イ)の業務に主として従事する者

詳しくは、岩手労働局労働基準部賃金室又は当署にお問い合わせください。

電離放射線障害防止規則の改正と工作物石綿事前調査者による調査について

https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/course/#c03
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzeneisei29/0000186714_00002.html


岩手労働局・盛岡労働基準監督署

2月は「化学物質管理強調月間」です！ ～日常の化学物質管理の総点検を！～

 化学物質管理強調月間スローガン 慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方

化学物質の管理については、国が行う化学品の危険性・有害性の分類（ＧＨＳ分類）で危険性・有害性が区
分されている物質全てを対象として、事業者が危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメントを実施し、
その結果に基づき、国の定める基準等の範囲内で、ばく露防止のために講ずべき措置を事業者自らが適切に選
択、実施すること（自律的管理）を基軸とする新たな規制が導入されています。これに伴い、対策を講ずべき
事業場の範囲は第三次産業を含めた幅広い業種に拡大し、皆様の事業場でも新たな化学物質対策への取組が必
要であるとともに、毎年２月が全国的に「化学物質管理強調月間」となっています。この期間に皆様の事業場
でも危険・有害な化学物質管理の重要性に関する意識を高め、化学物質管理活動の定着を図りましょう。

・ラベル・ＳＤＳ通知、リスクアセスメント対象物質が大
幅に増加すること（ＧＨＳ分類済約2900物質＋順次追加）

・リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露
される濃度を基準値以下とすること

・化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を
使用させること（保護具着用管理責任者の選任）

・自律的な管理に向けた実施体制を確立すること
（化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等
の記録作成、保存（最低3年間））

・衛生委員会の付議事項へ化学物質管理の実施状況を追加、
化学物質に関する危険・有害性に係る雇入れ時教育実施

化学物質の新たな規制のポイント

① 下記の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う。
（ア）リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の氏名の掲示

等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携 
（イ）製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート（ＳＤＳ）等による危険有害性等の確認 
（ウ）ラベル表示・ＳＤＳ交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置の実施等
（エ）特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底 

② 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視 
③ スローガン等の掲示 
④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施 
⑤ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、その他化学物質管理への意識
高揚のための行事等の実施 

実施者 (事業者 )が実施すべき事項

トラクター・ショベルを除雪等の作業に使用する事業主の方へ

２月になり積雪期を迎えています。駐車場など敷地内の除雪作業等に四輪駆動のトラクター・ショベルを使用
している事業場も多いかと思います。このトラクター・ショベル（タイヤ式、履帯式いずれも）は車両系建設機
械となり、運転には法定の資格が必要であるとともに、その使用に当たっては労働安全衛生規則中の様々な規定
が適用されます。
昨年5月に、当署管内においてトラクター・ショベルを使用する作業中、敷地境界の法面からショベルごと転

落し、運転席から投げ出された被災者がショベルの下敷きとなって死亡する災害が発生しています。また、過去
には県内でも除雪作業時に運転者がショベルとともに転落したり、アームとキャビンフレームに挟まれた死亡災
害が発生しています。
これからの時期、トラクター・ショベルを使用して除雪作業を行う事業主は、以下の事項等を遵守して、法令

違反のない安全な作業の徹底をお願いします。

▶機体重量が3ｔ以上は車両系建設機械技能講習、3ｔ未満は特別教育を修了した者でなければ運転してはいけ
ません。
▶前照灯、ヘッドガードを備えた機体であり、作業開始前点検、月次の自主検査、年次の特定自主検査の実施
が必要です。また、構造上定められた安定度、最大使用荷重を守らねばなりません。
▶作業場所の地形、地質等を事前調査の上、運行経路、作業方法等を示した作業計画を定め、周知しなければ
なりません。また、制限速度の定めとその遵守も必要です。
▶運行経路については、路肩の崩壊や沈下の防止措置を講じた上、
他者との接触防止のため、立入禁止措置や誘導者を配置しましょう。
また、必ずシートベルトを着用しましょう。

関連情報は
特設サイトへ

必要な対応をチェック
検索 ケミガイド

「化学物質の自立的な管理に関する自主点検表」
を活用して管理状況を点検してみましょう！

https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html
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